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         拒絶理由通知に対する応答（広島の土）（１） 
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１．はじめに 
 特許出願について拒絶理由通知を受けるときは、進歩性欠如を理由とする場合が多い。 
 進歩性のない発明の典型例として、①寄せ集めの発明、②置換又は転用の発明、③用

途の変更又は限定の発明、④数値、形状、配列、材料等の限定の発明、などが挙げられ

ているが、発明の構成素材がほとんどすでに公知のものであり、上記のいずれかに該当

しやすく進歩性欠如の拒絶理由を受けやすい「土質改良材」の発明を取り上げ、進歩性

欠如の拒絶理由に応答する方法について検討した。 

 なお、特許調査、審査又は審判経過の調査は、特許電子図書館（特許・実用新案検索

及びその審査書類情報照会、審判検索の審決公報ＤＢ）を利用した。 
 

２．拒絶査定になった出願 
１）特開２００１－２９５２４０（特願 2000-113388） 
 本願は、発明の名称を「人工干潟用混合土壌」とし、透水性の確保と、単位土量当た

りの細菌現存量の確保とを両立させた人工干潟造成用土壌の発明に関する。 
 本願は、引用文献に記載の発明と本願発明の構成要件がほとんど同じとされ、発明の

構成要件の数値限定部分のみで争う場合は、審査官の進歩性の判断をほとんど覆すこと

ができないとする例の一つである。 
 このような場合に、意見書で数値限定に基づく発明の効果を主張しても考慮されない

場合が多く、審査官の主張を覆すことは困難である。 
 また、拒絶の対象になった請求項を付加又は結合した補正クレームは、ほとんど意味
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がないことを示している例である。 
 

 本願の審査経過は以下の通りである。 
 出願当初の発明は以下の通りであった。 
【請求項１】 
 埋め立てにより造成する人工干潟の前記埋め立てに使用する土壌であって、海底の浚

渫により得られた砂質土と、海底の浚渫により得られたシルト・粘性土とを、前記シル

ト・粘性土を前記砂質土より少量混合することを特徴とする人工干潟用混合土壌。 
【請求項２】 
 請求項１記載の人工干潟用混合土壌において、前記砂質土、前記シルト・粘性土は、

それぞれ前記人工干潟の造成予定地付近の沿岸から沖合にかけた範囲の海底から浚渫

されることを特徴とする人工干潟用混合土壌。 
【請求項３】 
 請求項１または２記載の人工干潟 用混合土壌において、前記シルト・粘性土は、汚

濁した閉鎖性水域で浚渫により得られた底泥であることを特徴とする人工干潟用混合

土壌。 
【請求項４】 
 請求項１ないし３のいずれか１項に記載の人工干潟用混合土壌において、前記シル

ト・粘性土は、４～３０重量％の割合で混合され、混合により得られた前記人工干潟用

混合土壌の透水係数は、少なくとも１×１０-4ｃｍ／秒であることを特徴とする人工干

潟用混合土壌。 
 

 これに対し、以下のような拒絶理由通知がされた。 
 拒絶理由通知の内容 
 請求項１に記載された「より少量」と、請求項４に記載された「混合により得られた

前記人工干潟用混合土壌の透水係数は、少なくとも１×１０－４ｃｍ／秒である」との

記載は、明確性を欠く（特許法第 36 条第 6 項第 2 号違反）と認定した上で、進歩性に

ついて以下のように認定している。 
 

 引用文献１（特開昭 62-90409）には、「付近の海底から粘土質土をポンプ式浚渫船に

よって浚渫した粘土質土を用い、粘土質土のみの埋立地盤に比べて強度の発現、透水係

数および圧密係数・密度が大きく、砂の混合量を７０～８０％とした、粘土質土と砂が

混合した埋立地盤の土壌」の発明が記載されている。 

 そこで、請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明とを対比すると、引用文

献１に記載された発明の「粘土質土」、「砂」は、それぞれ、請求項１に係る発明の「シ

ルト・粘性土」、「砂質土」に相当するから、両者は以下の２つの点で相違し、その他の
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点で一致する。 
 そして、相違点１について、 
 「埋め立てにより構築される土木構造物として、人工干潟は周知である。・・・引用

文献１に記載された発明の埋め立てに使用する土壌を上記周知の人工干潟に適用する

ことは当業者が容易になし得ることである。」とされ、 
 相違点２について、 
 「埋め立てに用いる砂質土を造成予定地付近の沿岸から沖合にかけた範囲の海底の浚

渫により得られるものとすることは周知である。・・・引用文献１に記載された発明の

砂質土を上記周知の海底の浚渫により得られるものとすることは当業者が容易になし

得ることである。」とされた。 
 

 また、請求項４については、「土壌のシルト・粘性土の割合を４～３０％とすること

は、単なる数値範囲の好適化であって・・・土壌の透水係数を少なくとも１×１０－４ｃ

ｍ／秒とすることは、単なる数値範囲の好適化であって、当業者であれば適宜なし得る

設計的事項に過ぎない。」と断定されている。 
 

 これに対し、出願人は、以下のように補正し（請求項１のみ示す。下線部が補正箇所

を示す。）、意見書で以下のように主張している。 
 補正の内容 
【請求項１】 
 埋め立てにより造成する人工干潟の前記埋め立てに使用する人工干潟用混合土壌で

あって、海底の浚渫により得られた砂質土に海底の浚渫により得られたシルト・粘性土

を４～３０重量％の割合で混合してなり、透水係数が少なくとも１×１０－４ｃｍ／秒

であることを特徴とする人工干潟用混合土壌。 
 

 意見書の内容 
 「引用文献１や周知技術として挙げられた文献のいずれにも、本願発明の特徴の１つ

である、土壌におけるシルト・粘性土の割合を４～３０重量％とするとともに土壌の透

水係数を少なくとも１×１０－４ｃｍ／秒とする点については、何ら記載も示唆もされ

ておりません。  
 土壌におけるシルト・粘性土の割合を４～３０重量％とするとともに土壌の透水係数

を少なくとも１×１０－４ｃｍ／秒とすることにより、造成された人工干潟の海水に対

する十分な透水厚つまり浄化海水量を確保しつつ、海水の浄化に必要な単位土量当たり

の土壌細菌の現存量をも確保することができるという、引用文献１や周知技術に開示さ

れる構成では得られない、顕著な作用効果ないし機能を有するものであります。」との

意見を主張した。 
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 これに対し、審査官は拒絶査定をしており、拒絶査定の理由は、拒絶理由通知と同じ

である。なお、補正により請求項に追加された粘性土と透水係数の数値限定部分につい

ては、相違点３及び４として説明を加えているが、最初の拒絶理由通知の説明（請求項

４）とほとんど変わっていない。 

 すなわち、 
 相違点３について、「人工干潟において、埋め立て用の土壌に砂質土を用いることは

周知である。・・・引用文献１に記載された発明のシルト・粘性土を混合する割合が２

０～３０％である土壌を上記のとおり周知の人工干潟に適用する際に、シルト・粘性土

の割合を減らすことは当然採用される構成であるから、前記割合の範囲を、シルト・粘

性土の割合を減らした範囲を含めて４～３０重量％とすることは、当業者であれば適宜

なし得る設計的事項に過ぎない。」とし、 

 相違点４について、「引用文献１に記載された発明の土壌を上記のとおり周知の人工

干潟に適用する際に、シルト・粘性土の割合を減らすことは当然採用される構成であり、

その結果、透水係数が所定の値よりも大きくなることは明らかであるから、透水係数の

範囲を少なくとも１×１０－４ｃｍ／秒とすることは当業者であれば適宜なし得る設計

的事項に過ぎない。」と断じている。 
 
 

２）特開２００３－５５９５２（特願 2001-245417） 
 本願は、発明の名称を「軟弱土壌の改質処理方法及び土質改良材」とし、道路工事、

造成工事、埋立工事その他の土木建築工事における軟弱土壌の改質に係り、石炭灰を活

用して軟弱土壌を砂質土化する発明に関する。 
 本願は、審判において拒絶審決に至っており、出願人と特許庁による当初のクレーム

から最終の補正クレームに至るクレームを巡っての複数回の意見のやりとりがあった

ので参考になる点が多い。 
 本願の例も、発明の構成要件に格別の相違がないとされた場合であって、数値限定に

よる補正をし、発明の効果を主張して審査官の進歩性の判断を覆すことができなかった

場合の例である。 
 また、拒絶の対象になった請求項の付加又は結合によるクレームも、審査官の判断を

覆すことができないとする場合の例である。 
 さらに、本願は、発明の構成要件に格別の相違がないとされた場合は、発明の効果を

判断するために又はいずれかの構成要素を限定するために新たな概念や指標を導入し

た発明の場合も、その概念や指標が先行技術に記載はないとしても一般によく使用され

ているとされて進歩性なしとされている。 

 また、補正を積み重ねてやっと案出した補正案が新規事項であるとして補正却下され、

最終的に拒絶査定になっている。 
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 また、明細書の「発明が解決しようとする課題」は、発明の目的又は特徴が記載され

ているので、先ずこの記載を利用することが良い結果につながることを示している。例

えば、最初の拒絶理由通知に対する応答において「本願の発明の目的又は特徴は・・明

細書記載の通りであり、・・・部分は引用文献の・・・と異なる」と明確に主張した方

がよい結果につながる。 
 

 本願の審査経過は以下の通りである。 
 出願当初の発明は以下の通りであった。 
【請求項１】 
 道路工事、造成工事、埋立工事その他の土木建築工事における軟弱土壌〔以下、対象

土。〕に対しておこなう改質処理方法であって、前記対象土に対して、少なくとも石炭

灰を添加して凝結させることにより、内部摩擦角（剪断抵抗角）を指標とする物理的性

質を増大させて砂質土化するとともに、凝結後の長期強度の発現を増補するようにした

ことを特徴とする軟弱土壌の改質処理方法。 

【請求項２】 
 石炭灰とセメント、石灰その他の固化処理材を配合調整したものを添加して凝結させ

ることを特徴とする請求項１記載の軟弱土壌の改質処理方法。 
【請求項３】 
 請求項１又は２記載の軟弱土壌の改質処理方法において、石炭灰の飛散を防止するた

めに、石炭灰の含水量が５～１０重量％になるように加水又は加湿調整することを特徴

とする軟弱土壌の改質処理方法。 
【請求項４】 
 道路工事、造成工事、埋立工事その他の土木建築工事における軟弱土壌〔以下、対象

土。〕に対して用いられる土質改良材において、前記対象土に対して石炭灰のみ、又は

セメント、石灰その他の固化処理材に石炭灰を配合したものを添加して凝結させること

により、内部摩擦角（剪断抵抗角）を指標とする前記対象土の物理的性質を増大させて

砂質土化するとともに、凝結後又は固化後の長期強度の発現を増補するようにした土質

改良材であって、前記固化処理材の配合比率を石炭灰１．００に対し１．２０以下とな

るように調製してなることを特徴とする土質改良材。 

【請求項５】 
 対象土のトラフィカビリティを確保するための固化処理材の配合比率が石炭灰１．０

０に対し０．１５以下である請求項４記載の土質改良材。 
【請求項６】 
 対象土が陸上一般土（砂質土～シルト）であって、固化処理材の配合比率が石炭灰１．

００に対し０．１５～０．３０範囲である請求項４記載の土質改良材。 
【請求項７】 
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 対象土が陸上軟弱土（粘性土）であって、固化処理材の配合比率が石炭灰１．００に

対し０．３０～０．５０範囲である請求項４記載の土質改良材。 
【請求項８】 
 対象土が高含水浚渫土（ω＝１５０～４００％）又は建設汚泥であって、固化処理材

の配合比率が石炭灰１．００に対し０．９０～１．２０範囲である請求項４記載の土質

改良材。 
【請求項９】 
 請求項４乃至７のいずれか１項記載の土質改良材において、石炭灰の飛散を防止する

ために、石炭灰の含水量が５～１０重量％になるように加水又は加湿調整してなること

を特徴とする土質改良材。 
 

 これに対し、以下のような拒絶理由通知がされた。 
 なお、本拒絶理由通知書には、請求項数が９つあるのに、請求項１～６までについて

の記述しかなく、請求項７～９については何の言及もされていない。このため、出願人

は請求項７～９は拒絶理由なしとして手続補正書及び意見書を作成している。 
 拒絶理由通知の内容 
 引用文献１（特開 2001-055756）には、軟弱な低品質土に石炭灰を添加することによ

り改良する改質処理方法及び、土質改良材が記載されている。 
 また、引用文献２（特開 2001-115485）には、発生土の改質処理材料として、石炭灰

の他にセメントを添加する方法、及び、改良土を作成する際に水の量を調整できる点が

記載されており、これを引用文献１に適用し本願の上記請求項に係る発明の如く構成す

ることは当業者が容易になしえることである。 

 なお、土質改良を施す対象土の種類や、土質改良材における含水量や固化処理材の配

合比率は当業者が適宜設計する事項にすぎない。 
 

 これに対し、出願人は、以下のように補正し（請求項１のみ示す。下線部が補正箇所

を示す。）、意見書で以下のように主張している。 
 なお、補正案は、補正前の請求項１に請求項２，５～７を付加した構成のクレームに

なっている。 
 補正の内容 
【請求項１】 
 道路工事、造成工事、埋立工事その他の土木建築工事における軟弱土壌〔以下、対象

土。〕に対しておこなう改質処理方法において、前記対象土に対して、少なくとも石炭

灰を添加して凝結させることにより、内部摩擦角（剪断抵抗角）を指標とする物理的性

質を増大させて砂質土化（トラフィカビリティの確保を含む）するとともに、凝結後又

は固化後の長期強度の発現を増補するためにおこなう軟弱土壌の改質処理方法であっ
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て、前記対象土である陸上一般土（砂質土～シルト）に対して、石炭灰とセメント、石

灰その他の固化処理材とを配合し、かつ、該固化処理材の配合比率を前記石炭灰１．０

０に対し０．１５～０．３０範囲に調整することを特徴とする軟弱土壌の改質処理方法

。 
 

 意見書の内容 
 出願人は、明細書の「発明が解決しようとした課題」に記載した「従来のセメント等

の固化処理材は、硬化作用に寄与する化学的性質を特長とする物性改善効果を指向して

きたが、内部摩擦角（剪断抵抗角）を指標とする物理的性質（剪断強さ）を増大させて

砂質土化するという観点から物性改善効果を指向したものはみあたらない。」との記載

を念頭に入れていると思われるが、以下のように主張している。 

 すなわち、 
 『石炭灰の添加による改質効果（砂質土化）の対比については、発現強度だけでなく

物理的性質に係る他の指標をも重要視する必要があると思われます。発現強度は単に獲

得材料の物理的性質の一つである機械的性質であって、材料が硬いこと（又は材料強度）

を示すものにすぎず、材料構造（土質構造）を明らかにする指標ではないからです。 

 なるほど、発明構成上の共通要素である石炭灰を添加することのみを観点とすれば、

同質の効果が得られると言えそうですが、質的な吟味は、「（イ）どういう目的で、（ロ）

何を指標として、（ハ）どのような解決手段を講じ、（ニ）どういう効果を得るのか」と

いう観点を導入して、異質効果の有利性又は同質効果の優劣を判断する必要があると思

料します。』と記載し、 

 そして、 
 『引用発明１記載の「砂状の改良土」の定義又は指称は、以下の理由により不明瞭で

あると言わざるを得ません。・・改質処理に関し、砂と粘土の性質を明確に区分する際

に、客観的に検証可能な評価指標となるコンシステンシー（液・塑性指数）や剪断抵抗

（内部摩擦角）などの物理的性質（特性）には言及しておらず、１軸圧縮強度のみを評

価指標として、硬化させた結果を記載しているにすぎません。・・引用発明１の「砂状」

は石炭灰を添加すれば性状が良くなるといった結果における外見上や経験上の知見に

基づくものであって、粘土から砂への性質（土質）の変化（砂質土化）に根拠を与える

ものではありません。』と主張している。 
 

 しかしながら、審査官は以下のように拒絶理由を通知しており、拒絶理由通知の内容

は下線部が付加されただけで上記最初の拒絶理由と同じである。出願人の意見書で主張

した「内部摩擦角（剪断抵抗角）」についてはまったく言及されていない。なお、今回

はすべての請求項について言及（請求項１－８、引用文献等１，２）されている。 
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 拒絶理由通知の内容 
 引用文献１には、軟弱な低品質土に石炭灰を添加することにより改良する改質処理方

法及び、土質改良材が記載されている。 
 また、引用文献２には、発生土の改質処理材料として、石炭灰の他にセメントを添加

する方法、及び、改良土を作成する際に水の量を調整できる点が記載されており、これ

を引用文献１に適用し本願の上記請求項に係る発明の如く構成することは当業者が容

易になしえることである。 

 なお、土質改良を施す対象土の種類や、土質改良材における含水量や固化処理材の配

合比率は当業者が適宜設計する事項にすぎない。また、本願発明の如く対象土ごとに配

合比率を抽出することは、当業者が通常の創作能力をもってなしえることである。 
 

 このため、出願人は、以下の補正をするとともに、意見書において再度「内部摩擦角

（剪断抵抗角）」について同様な主張をしている。 
 補正の内容（請求項１のみ示す。下線部が補正箇所を示す。） 
【請求項１】 
 道路工事、造成工事、埋立工事その他の土木建築工事における軟弱土壌〔以下、対象

土。〕に対しておこなう改質処理方法において、前記対象土に対して、少なくとも石炭

灰を添加して凝結させることにより、内部摩擦角（剪断抵抗角に同じ。）を指標とする

物理的性質を増大させて砂質土化（トラフィカビリティの確保を含む）するとともに、

凝結後又は固化後の長期強度の発現を増補するためにおこなう軟弱土壌の改質処理方

法であって、前記対象土である陸上一般土（砂質土～シルト）に対して、石炭灰と、セ

メント、石灰その他の固化処理材とを配合し、かつ、該固化処理材の配合比率を前記石

炭灰１．００に対し０．１５～０．３０範囲に調整して投入することにより、前記対象

土の内部摩擦角を２５～４２度範囲に移行させることを特徴とする軟弱土壌の改質処

理方法。 
 

 意見書の内容 
 出願人は、補正及びその根拠において「補正後の請求項１－８に係る本願発明に関し、

砂質土化の物理的性質である内部摩擦角（剪断抵抗角に同じ。）を指標〔各請求項共通〕

とし、かつ、その角度範囲（２５～４２度）を発明特定事項として付加しております。」

と記載し、 

 技術内容の対比において、 
 「引用発明１記載の「砂状の改良土」の定義又は指称は、以下の理由により不明瞭で

あると言わざるを得ません。・・・引用発明１の「砂状」は石炭灰を添加すれば性状が

良くなるといった結果における外見上や経験上の知見に基づくものであって、粘土から

砂への性質（土質）の変化（砂質土化）に根拠を与えるものではありません。」と主張

鶴亀特許事務所 〒730-0014 広島県広島市中区上幟町２-３６アクシス上幟町３０１号 
          Tel 082.502.2235 Fax 082.221.7856 E-mail: contact@pattsurukame.jp 



 
 
広島の土 
 

 

している。 
 

 しかし、これに対して審査官は以下のような拒絶査定をしており、「内部摩擦角」を

土の強度を示す指標とすることは、周知であるとして出願人の主張を退けている。 
 

 拒絶査定の内容 
 出願人は、意見書において本願発明は「内部摩擦角」の指標を使用することにより土

の性質を設計している点で、上述拒絶理由通知書において示した先の引用文献と異なる

旨を主張しているが、内部摩擦角は土の強度を示す指標として周知（例えば特開平

9-71777 号）であり、これを先の引用文献１の土の改良処理方法において採用し、目的

に応じた内部摩擦角が得られるよう改良材の量を調整することは当業者の通常の創作

能力の発揮にすぎない。 
 

 これに対して出願人は、以下の補正を行って審判を請求している。 
 審判請求時の補正の内容（請求項１のみ示す。下線部が補正箇所を示す。） 
【請求項１】 
 道路工事、造成工事、埋立工事その他の土木建築工事における軟弱土壌〔以下、対象

土。〕に対して少なくとも石炭灰を添加、混合する改質処理方法において、内部摩擦角

（剪断抵抗角に同じ。）及び材令強度比（qu28／qu7)を制御指標とする定量的な砂質土

化を推進するための軟弱土壌の改質処理方法であって、対象土である陸上一般土（砂質

土～シルト）に対して、該対象土１ｍ3 あたりの添加量を１００～３００ｋｇとする石

炭灰と、該石炭灰１．００に対する配合比率を０．１５～０．３０範囲に調整したセメ

ント、石灰その他の固化処理材とを混合投入し、かつ、前記対象土の内部摩擦角が２５

～４２度範囲で、材令強度比（qu28／qu7)が１．０～１．５範囲となるように移行制御

することにより、重機が走行可能なトラフィカビリティを確保するとともに、凝結後又

は固化後の長期強度の発現を増補することを特徴とする軟弱土壌の改質処理方法。 
 

 これに対し、以下のような審決がされている。 
 審決の内容、 
 まず、審判請求時に追加された「材令強度比」に関する補正について、下記のように

新規事項であると認定している。そして、以下に示すように審判請求時の補正を却下し

て審判請求前の特許請求の範囲に基づいて進歩性の判断を行っている。 
 すなわち、 
「材令強度比（qu28/qu7)が、概ね１．０～１．５の範囲となる旨は記載されているもの

の、材令強度比自体を制御指標とし、予め定めた範囲内となるように移行制御する旨は

記載されておらず、そのことが、当業者にとって同明細書等の記載から自明な事項であ
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るとも認められない。」として補正を却下している。 
 

 そして、本願発明と引用文献１（特開 2001-55756）に記載の発明との対比を行って、 
 両者は、 
 『「道路工事、造成工事、埋立工事その他の土木建築工事における軟弱土壌〔以下、

対象土。〕に対しておこなう改質処理方法において、前記対象土に対して、少なくとも

石炭灰を添加して凝結させることにより砂質土化する軟弱土壌の改質処理方法であっ

て、 

 前記対象土である陸上一般土（砂質土～シルト）に対して、石炭灰と、セメント、石

灰その他の固化処理材とを配合し、石炭灰と固化処理材を所定の配合比率に調整して投

入する軟弱土壌の改質処理方法。」である点で一致し、以下の点で相違する。』と認定し、 
 ２つの相違点について、以下のように判断している。 
＜相違点１について＞ 
 引用例１記載の発明では、投入される石炭灰が、対象土に対して、重量比で１０～３

０％であり、投入される固化処理材である生石灰は、対象土に対して、重量比で１．０

～３．０％であるから、該固化処理材は、石炭灰１．００に対して、０．０３～０．３

３程度となり、本願発明の数値範囲と重複している。 

 そして、本願発明において、投入される固化処理材の、石炭灰１．００に対する配合

比率を０．１５～０．３０の範囲とすることの臨界的意義は不明であり、また、その数

値の境界域近傍において、著しい作用効果の差異が生じるとは客観的に認められないこ

とから、上記の数値の範囲を定めることは、当業者が適宜なし得るものといわざるを得

ず、引用例１記載の発明において、本願発明の上記相違点１に係る構成とすることは、

当業者が適宜なしうる程度のものである。 

＜相違点２について＞ 
 土の物理的性質を示す指標として、内部摩擦角を用いることは、例示するまでもなく

従来周知の事項である。そして、内部摩擦角が大きければ剪断強度は高くなり、また、

内部摩擦角は、原理的に４５度以上にはなりえないものであることから、改質すべき対

象土の目標とする内部摩擦角を２５～４２度の範囲と定めることは、その対象土の用途

に応じて求められる剪断強度に応じて、当業者が適宜設定しうるものである。そして、

「トラフィカビリティの確保」および「凝結後又は固化後の長期強度の発現を増補する」

ことは、単に、目標とする性能を記載したのみであり、その点を限定することに何ら技

術的意義は認められない。 

 以上のことから、引用例１記載の発明において、本願発明の上記相違点２に係る構成

とすることは、当業者が適宜なしうる程度のものである。 
 

                                  以上（１） 
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